
 静岡県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年静岡県規則第74号）第10条の規定

により、契約の相手方等を次のとおり公告する。 

  令和４年９月30日                                       

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 物品等又は特定役務の名称及び数量 

  静岡県教育総合ネットワークシステム保守・賃貸借業務委託契約 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  静岡県教育委員会教育DX推進課 

  静岡市葵区追手町９番６号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和４年９月８日 

４ 契約の相手方の氏名及び住所 

  ネットワンシステムズ株式会社 

  東京都千代田区丸の内二丁目７番２号JPタワー 

５ 契約金額 

  54,856,982円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約による理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１

項第１号の規定に該当 

 


